
熊本地震における検証
平成２８年６月１０日

内閣官房内閣審議官

兵谷 芳康

＜自治体支援について＞

・市町村の災害対応能力に応じた支援

益城町での具体事例をもとに

・国側の支援体制の強化

・国・県の情報・認識の共有

・受援計画の策定促進

・被災市町村の物資輸送

・その他 罹災証明の交付支援

プロの警備員確保 等

＜避難所運営について＞

・避難所の自主運営への転換

・避難所の環境改善・再編

・車中泊とテント村の問題

＜物資輸送について＞

・タブレット使用の物資輸送システムの開発

・NPO との連携

・プロの物流・宅配業者による物流一貫システムの確立

・当初はプッシュ、次はプルで

＜その他＞

・国の災害対応体制

・人材の登録・災害時応援システム

・自治体職員のメンタル対策 等

＜資料＞

・今回の災害対応で評価できる事項・改善すべき事項について

・熊本地震へのこれまでの対応状況について（中間報告）
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今回の災害対応で評価できる事項・改善すべき事項について

＜評価できる事項＞

・各省幹部リエゾン（幕僚）の現対本部派遣

・K9（幕僚）会議の毎日開催

・拡大 K ９（国・県・熊本市）の毎日開催

・国職員による市町村リエゾンの派遣

・益城町への国・県職員のチームリーダー派遣

・在熊国出先機関の積極的な協力（延べ約 2500 人）

・避難所の環境改善に NPO のシステムを本格導入

・迅速な物資調達

・タブレット使用の物資輸送システムの開発、実践

・プロの物流・宅配業者による物流一貫システムの確立

・物資供給での行政と NPO との連携

・発災当初の閣僚等の視察延期

・災害救助法の柔軟な解釈、迅速な助言

＜改善すべき事項＞

・プロや NPO との連携

・都道府県による市町村支援の強化

・プッシュ型支援のあり方

・車中泊について

・SNS 対応について

・ロジ全般について

・問い合わせ窓口の一元化

・個別の援助申し出への対応
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熊本地震へのこれまでの対応状況について（中間報告） 

平成２８年５月１４日 

（平成２８年６月１７日一部修正） 

政府現地対策本部 

１．全体概要 

（１）４月１４日（木）の前震後先遣隊を派遣。１５日（金）に現地対策本部を設置。情報共有

を進め国・県が一体として対応策を進めるため、国・県合同会議を立ち上げ。１６日（土）

未明の本震直後は人命救助に注力するとともに、被災者生活支援、電気・ガス・上下水道の

ライフラインの復旧に着手（復旧第１フェーズ）。一方、徐々に避難所に食料等の避難物資

が届かない事態が深刻化。 

（２）被災者支援の加速、ライフラインの早期復旧、物流網の確保などの課題に対応するため、

１７日（日）以降、関係省庁の指定職級が現地対策本部入り。現地対策本部の一角に指定職

級が集う幹部島を設け、２０日（水）には毎朝ミーティング（通称「K９会議」K は Kumamoto

の頭文字、当初 K６から始まり順次 K９に。）を行い、課題、対応方針の共有を図るととも

に、２２日（金）からは県、熊本市、内閣官房と緊密な意思疎通を行う体制が確立。これに

より、割振り争い、関係省庁の谷間落ちといった事態を招くことなく、迅速な課題解決が実

現。マネジメント体制の概略は２．を参照。 

（３）現在、食料配送を含め第１フェーズへの課題対応には目処が立ち、全ての市町村において

避難所の集約化、仮設住宅の建設着工といった復旧第２フェーズに移行しつつある状況。個

別課題への対応状況は３．を参照。 

（４）ただし、益城町については、震災対応の業務量が町の行政処理能力を超え、町の機能がほ

ぼ停止状態に。そのため、第一陣として県の幹部職員がサポートに入るものの、それでもな

お様々な課題解決の糸口が見いだせない状況が継続。こうした事態を打開するため、第二陣

として国の職員を投入し個別課題ごとに対応を進めている状況。 

２．マネジメント体制の概略 

 現地対策本部としては、以下の３つのレイヤーがそれぞれの明確な役割分担の下で、機能的に

連携。重層的な意思決定・実行プロセスが有効に機能。 

（１）非常災害対策本部 

 毎夕開催。総理、閣僚から「大方針」の指示と実行状況の確認。「現場主義」を強調し、マ

イクロマネジメントへの容喙は極小化。 

（２）防災大臣、官房副長官ミーティング 

 各省実務トップ以下数十名を招集し毎朝開催。毎日の課題抽出と実行状況のチェック、実現

隘路の所在確認と即断即決の実行指示。 

（３）現地対策本部・K9・拡大 K9 

 政務本部長の下、関係省局長・審議官級７~9 名が常駐。ワイガヤ方式による緊密な情報共有

と縦割りを排した迅速な実行（K9）。県副知事と内閣府防災の双方を務めた内閣官房審議官が

中心となり、国、県、熊本市が実務クラスでも緊密に協議（拡大 K9）。現地で解決できないよ

うな隘路が発生した場合には内閣官房に即座に解決を要請。 
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３．熊本地震における個別課題への対応状況 

（１）避難所関係 

①発災後は物資が行き渡らない、トイレがないといった避難所ごとに様々な課題があり、これ

らの状況を収集するとともに、市町村をサポートするため各市町村に国のリエゾンを派遣。

併せて警察巡回、経産省チーム、国交省九州地方整備局、自衛隊物資配送等様々なルートで

避難所の状況収集や物資の調達等を進め、個別の課題に対応。 

 

②最初の大きな課題はトイレ問題。絶対数が少ない、和式のみで辛い、といった苦情が多数。

既に自治体の備蓄分、国交省がレンタルした分などが配備されていたが、これらは基本的に

和式であり、洋式の仮設トイレを至急手配。（ただし、早急に手配した洋式仮設トイレは水

が流れないタイプであり、追加的に水洗洋式仮設トイレも追加投入。） 

 

③５月１３日時点で２４４避難所に１０，４７７名が避難。（朝９時時点の数値であり、避難

者の中には夜だけ泊まりに来る避難者もあり、避難者の定義によってこの数値は変動。）今

後、各市町村における避難所の集約化の結果、避難所の数は８０程度となる見込み。各市町

村ごとに集約化のスケジュールにばらつきがあるが、益城町を除いて概ね５月下旬までには

再編を終える見通し。 

 

④再編先の大規模な避難所にはエアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、テレビ、扇風機の配備を

予定。エアコンについては１８箇所（小学校体育館など）に新規に設置予定。大型エアコン

のため電源工事が必須。今週以降、電源仮設工事、空調仮設工事を順次実施し、５月末まで

の配備完了を目指す。 

 

⑤また、再編先の避難所には、ダンボールベッド、間仕切りを市町村の要望に応じて設置して

おり、可能な限り居住空間を快適化。間仕切りの導入にあたっては、NPO 法人（ボランタリ

ー・アーキテクツ・ネットワーク）とも連携。 

 

⑥特に過密した環境に置かれた益城町の避難所の環境改善に向け、町内の上下水道の応急復旧

を促進し、４月２５日（月）から下水道の利用が可能となったところ。しかしながら施設内

配管の修繕が追い付かず、水洗トイレ等が使用できない時期が続いたため、国、県、町及び

応援自治体職員等と連携し、避難所毎の状況を個別に把握するとともに、県建設業協会、県

管工事業組合の協力を得て、配管の復旧体制を見直し。 

 

⑦指定避難所については、連休明けには 3 カ所を除き、水洗が使用可となる。残りの避難所の

うち総合体育館の水洗は１６日（月）から使用可となる見通し（１６日夕刻から使用開始。

残りも２３日の週目途に工事中。）避難所の過密解消に向け、建物の使用が可能な町営住宅

（365 戸 930 名入居）の上下水道の復旧についても同様の取り組み。現時点で１９棟のう

ち、３棟が使用可の状態。今後入居者立会による最終確認を迅速に進めるべく、避難者支援

チームと連携。 

 

（２）物資調達関係 

①発災直後は民間物流が寸断され、物資が届かない一方で、余震が長期化し熊本市などで大量

の避難者が継続する状況が続いたため、プッシュ型でパン、カップ麺、おにぎりなど、４月

１７日から２５日までの９日間で約２０４万食を東京経由で調達。これらの膨大な物資を自

衛隊、全日本トラック協会、日本通運、ヤマト運輸等の協力のもと避難所まで配送。また、

三大コンビニに対しても食料品の増産を要請。 

 

②政府によるプッシュ型支援で大量の食料が到着し全体的には早期に充足する一方で、規模の

大きい熊本市を中心に避難所までの配送体制が整わない自治体では支援物資が一部で滞留。
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このため、国職員５０人を緊急に支援要員として派遣。また全国の市町村、個人等からの支

援が大量に到達するようになり、自治体の配送拠点が混乱。混乱する物流網を整理するた

め、食品担当の農水省と、日用雑貨担当の経産省によるチームが、物流の体制再構築、拠点

の整理等に着手。 

 

③県内の物流拠点となり得る施設（グランメッセ熊本など）が地震の被害を受け十分に使用で

きない状況にあり、福岡県久山、佐賀県鳥栖など県外の民間倉庫等もフル活用しながら物流

を展開。GW 中に倉庫内の支援物資の整理も実施。 

 

④４月１８日の週の後半には早くも避難所からのニーズも多様化し始め、避難所のニーズを踏

まえた物資の輸送を開始。４月２１日に iPad を活用した避難所のニーズ把握、発注のシステ

ムの活用を検討開始。IBM ソフトバンクの全面的なサポートのもと、４月２７日から段階的

に導入。GW 中に倉庫の整理も実施。 

 

⑤５月１４日に災害対策基本法スキームから全面的に災害救助法スキームに切り替わるタイミ

ングで物流スキームを再整理し、在庫から届けるスキームと在庫にないものをイオンに発注

しイオンから届けるスキームを構築。輸送はヤマトと日通が担当。熊本市も同様のスキーム

を導入するも、独立型で運営。熊本市の輸送は佐川が担当。 

 

⑥熊本市内では、併せて NPO 団体（熊本支援チーム）とも連携し、熊本市内で、熊本市は、熊

本市の指定避難所及び市が把握する非指定避難所、NPO 団体はそれ以外の独立系の避難所と

の役割分担の下、きめ細かい物資輸送体制を確立。（熊本市以外については国・県が担当。

但し、新たに小規模な避難所が判明すれば、当面の対応もお願いしたところ。） 

 

（３）ツイッター活用被災者支援 

①被災直後、現地の物資の不足状況等を把握するため、被災者生活支援チームにおいて収集し

た SNS 情報を、現地対策本部に送付し、自治体リエゾンや拡大 K9 等を通じ情報を共有すると

ともに、避難所毎の状況を個別に確認し、必要に応じた対応を実施。 

 

②その後 iPad を活用したニーズ把握、配送システムを 4月 27 日から段階的に導入したこと、

また、SNS に書き込まれる情報も 4 月 24 日頃には大きく減少したこと、内容的には疑義ある

ものが散見されたこと等から、ツイッターを活用した被災者支援は 4 月 26 日をもって運用は

終了。 

 

（４）住宅関係 

①宿泊施設を利用した二次避難所の確保を進め、５月１２日時点で１，７３９名が二次避難所

を利用。また、一時的なリフレッシュを目的とした船舶（はくおう。自衛隊が隊員輸送のた

めに利用する民間船）も利用。５月１２日時点で１，６０１名が利用。 

 

②特に避難所の環境が厳しい状況にある益城町においては、別途二次避難所として福祉事務所

や宿泊施設、青少年の家を確保し、医療関係者と協力し、二次避難の呼びかけを実施。（こ

れまで２６９人が利用（５月１２日現在） 

 

③被災建築物の危険度判定は４月１５日から着手。実施体制を当初の３０名から４月２８日は

最大で８２５名まで拡充し、４月３０日までに当初予定分を、５月５日までに面的な判定を

終了。実施件数は５月１１日現在５３，４４８件。また、被災宅地の危険度判定は、５月１

１日現在で、６市町村１３，１４２件で実施。 

 

④応急的な住まいの確保については、公営住宅等の空室提供、民間賃貸住宅の空室提供、応急

仮設住宅の建設を推進。公営住宅等の空室提供については、５月１２日集計で、全国で９２
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５戸（九州内で８２３戸）が入居決定済み。民間賃貸住宅の空室提供は、５月１２日集計で

県内２，２９７戸を提供済み。 

 

⑤応急仮設住宅建設については、東日本大震災の被災地である宮城県、岩手県、福島県をはじ

めとする県外自治体からの協力を得て、４月２９日に２団地で応急仮設住宅建設に着手。５

月１４日までの累計で１３市町村１，１９２戸の建設に着手。 

 

⑥なお、応急仮設住宅等の提供の前提となる罹災証明書の発行支援のため、国、他自治体等が

市町村の応援部隊を派遣。５月中にも全ての市町村で第一次の罹災証明書の発行を終える予

定。 

 

（５）廃棄物・がれき関係 

①熊本市や益城町など一部の市町村の廃棄物処理施設（ごみ焼却）が被害を受け、発災後ごみ

の収集が停滞。熊本市内では震災後の片付けごみや生活ごみが路上に溢れる事態に。熊本市

には他市町村や県外民間業者からも応援部隊が入るとともに、４月末から５月３日まで自衛

隊の協力も得て震災瓦礫を一斉収集。 

 

②仮置き場の管理などに手が回らない市町村があるも、環境省が他の専門機関と連携して現地

支援チームを組成（県庁及び熊本市役所に常駐）して個別市町村ごとの支援を実施。 

 

③５月３日に被災家屋（半壊以上）の解体費用も含めて公費の対象とする方針を表明し、市町

村への説明会を開催するなど周知を実施。全体約１００〜１３０万トンと推定される廃棄物

を対象に、県が主体となって処理計画を策定中。二次仮置き場の選定を進め、２ヶ月程度で

の完成を目指す。 

 

（６）学校教育関係 

①発災後から被災地域の学校教育施設は休校。指定避難所として体育館、教室などに避難者が

避難。４月２０日には学校再開のために避難者が避難所の移動・明渡しが求められるのでは

ないかとの心配の声が寄せられ、４月２１日には文科省次官名で熊本県教育委員会等に対し

て、避難者の移動先が決まるまで現在の場所の避難が維持されるよう要請文を発出。 

 

②GW 開けの学校再開を目指し、熊本県内の公立学校教育施設の状況をリスト化し、避難者の所

在状況（教室又は体育館等）、建物安全・インフラ整備、通学、給食の状況を一元的に把

握。５月１１日県内全ての公立学校が再開。 

 

（７）保健・福祉関係 

①発災直後の DMAT、その後の JMAT、日赤をはじめとするによる医療チームが避難場等で医療活

動を展開。全国から応援で来県した保健師等も避難所を巡回し、避難者の健康管理、衛生管

理や医療相談対応等に従事。更に DPAT 調整本部が立ち上がり、活動開始。 

 

②子供のアレルギー対応として、アレルギー対応食（ミルク、ベビーフード、おかゆ等）を全

国の自治体及び民間企業から調達し、避難所の被災者に届く仕組みを構築。４月２２日から

食事アセスメント開始。また、４月２５日以降、歯科医療チームが避難所を巡回開始。 

 

③４月２３日から、車中泊等避難者に対してエコノミークラス症候群予防のため、保健師や医

療救護班が弾性ストッキングの配布、使用方法の説明等を実施。また、エコノミークラス症

候群対策の観点からもトイレの設置を推進。熊本日日新聞等でも啓発記事を掲載。 

 

④こうした中、４月２３日に南阿蘇中学校体育館でノロウィルス集団発生により、従来からの

対策を一層強化。その後、各避難所に対してトイレの清潔保持の強化、消 毒薬等の衛生資材
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の配布、手洗い励行のための周知ポスターの掲示など感染予防策の強化・徹底に着手。ま

た、５月６日には熊本市城東小学校避難所で集団食中毒が発生し、翌日他の避難所に対して

予防策を周知徹底。炊き出しを行うボランティアを対象とした食中毒防止のためのチェック

リストを作成し、避難所において配布。避難所の感染症（インフルエンザ、水痘、耳下腺炎

等）患者の治療を行う地域診療所に対して、感染拡大予防のため、保健所に連絡を入れるよ

う熊本県から県医師会に通知を発出（５月１２日） 

 

⑤４月２８日、避難所等の支援ニーズに関する情報を集約し、ケアマネジャーによる相談支

援、介護福祉士等による介助等の支援や、市町村による福祉避難所の増設等につなげるた

め、熊本県、厚生労働省現地対策本部、関係団体等による「職員派遣・支援調整協議会」を

現地に設置することを決定。（第１回職員派遣・支援調整協議会を 5 月 2日に県庁にて開

催。） 

 

⑥避難所の中でも、とりわけ益城町保健福祉センター及び総合体育館は千人以上の被災住民が

集団生活を行っており、生活環境対策が喫緊の課題。４月２９日から５月初め避難住民全員

に対して医師、保健師らによる健康アセスメント調査実施。併せて、トイレ手洗いの徹底等

注意喚起。 

 

⑦GW 明けから、益城町においても、地域診療所が医療活動を再開し、避難所から診療所、薬局

に通う患者のため、入浴のための巡回バスのルートにこれらの施設を追加するよう要請。ま

た、暑さ対策として、中長期避難所にクーラーの導入や益城町総合体育館のテント村に対し

て製氷機の設置、各地の避難所に対するうちわの配布等を実施。 

 

⑧発災以後不眠不休で住民対応等に当たる市町村職員に対しても、５月２日からメンタルヘル

ス対策を開始。 

 

（８）ボランティア関係 

①発災直後から、JVOAD が活動開始。連日、夕刻から他のボランティア団体、内閣府スタッフ

と会合を持ち、情報共有等を行いながら、被災者支援を展開。 

 

②４月１９日（火）から、国・県・NPO の連絡会議が、５月１３日（金）から国・熊本市・NPO

の連絡会議が開始。５月２日から４日にかけて、行政と NPO が連携して避難所の生活実態ア

セスメントを実施し、結果を踏まえて避難所環境の改善を実施。 

 

③市町村は、４月１９日（火）からボランティアセンターを通じてボランティアの活用を開

始。GW 中は一日約１５００〜３５００人のボランティアが参加。ボランティアによる渋滞や

宿泊施設の不足などの問題が懸念されたが大きな混乱なく終了。 

 

④GW 後のボランティア活動への積極参加に向け、文科省高等教育局長名（４月２７日付け）及

び九州経済産業局長名（５月１１日付け）で通知文を発出。また、県の HP における参加の呼

びかけ、大学コンソーシアムを通じた参加呼びかけを実施。今後の状況を見極め個別企業へ

の呼びかけも検討。 

     

K９事務局 


